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中央労働委員会
 Central Labour Relations Commission,JAPAN

Press Release
 

 

 

 報道関係者 各位 

 令和７年４月１８日 

【照会先】 

 第一部会担当審査総括室 

  審査官  三田村 朝子 

（直通電話）03-5403-2169 

髙島屋不当労働行為再審査事件 

（令和６年(不再)第２号）命令書交付について 

中央労働委員会第一部会（部会長山川隆一）は、令和７年４月１７日、標記事件に関する命令書を

関係当事者に交付しましたので、お知らせします。  

命令の概要は、次のとおりです。 

 

 

 

 

Ⅰ 当事者 

 再審査申立人 

全日本建設運輸連帯労働組合関西ゼネラル支部（「組合」）（大阪府大阪市） 

 再審査被申立人 

株式会社髙島屋（「会社」）（大阪府大阪市） 

Ⅱ 事案の概要 

１ 本件は、会社が業務委託契約を締結していた申立外Ａ社が雇用していた組合員Ｘの雇用関係等

を協議事項とする組合からの団体交渉の申入れに対し、会社が、組合員Ｘと雇用関係にないとし

て応じなかったことが不当労働行為に該当するとして、組合が救済申立てをした事件である。 

２ 初審大阪府労働委員会は、会社は組合員Ｘの労働組合法（「労組法」）上の使用者に当たらな

いとして、救済申立てを棄却したところ、組合が再審査を申し立てた。 

Ⅲ 命令の概要 

１ 主文 

本件再審査申立てを棄却する。 

２ 判断の要旨 

⑴ 会社は、組合員Ｘの労組法上の使用者に当たるか 

ア 労組法第７条にいう「使用者」は、労働契約上の雇用主が基本的にこれに該当するものの、

必ずしも同雇用主に限定されるものではない。雇用主以外の者であっても、当該労働者の基

本的な労働条件等に対して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な

支配力を有しているといえる者は、その限りにおいて同条にいう「使用者」に当たると解さ

れる。 

組合は、組合員ＸがＡ社との雇用契約を終了せざるを得なくなったのは、会社がＡ社に対

して組合員Ｘの雇用契約を終了するよう事実上指示したからであるといえるとして、組合員

Ｘについて、会社からＡ社に対し、いつ、誰が、どのような話をしたのかなどについての説

明を求め、団体交渉申入れをしており、Ａ社における組合員Ｘの雇用終了につき会社による

何らかの指示等があったものとして会社にその説明を求めて、団体交渉を申し入れたもので

【命令のポイント】 

会社は組合員Ｘの労働組合法上の使用者に当たらず、会社が組合からの団体交渉の申入れに応じなかっ

たことは、労働組合法第７条第２号の不当労働行為に当たらないとした事案 
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ある。 

 組合の主張は、組合員Ｘの雇用契約の終了についての事実上の指示をもって会社の使用者

該当性を根拠付けようとするものといえるが、組合が求めた団体交渉事項との関係におい

て、会社が組合員Ｘの労組法第７条の「使用者」であるというには、Ａ社における組合員Ｘ

の雇用終了について、会社が雇用主であったＡ社と同視できる程度に現実的かつ具体的な支

配力を有していたことが必要である。 

イ 組合員Ｘは、Ａ社から、雇用関係終了の申し入れを受け、その際、同社の人事担当者は、

会社から組合員Ｘの勤務を終了するよう指示を受けた旨告げている。この点について、Ａ社

は、会社の担当者が、Ａ社の担当者に対し、組合員Ｘの勤務態度について否定的な発言をし

たこと等を受け、会社から事実上の指示があったと受け止め、上記のような説明をしたとし

ている。 

 しかしながら、会社が、組合員Ｘの勤務態度等について問題があると認識していたと認め

るに足りる的確な証拠はない。 

また、会社としては、仮に業務を円滑に遂行できていないＡ社の従業員がいると認識した

としても、Ａ社において適切に指導を行うよう要請するなどし、Ａ社がこれに対応して状況

が改善されれば、業務委託契約の目的は達せられるのであり、当該従業員の会社での勤務を

終了させるようＡ社に直ちに指示する必要があったとはいい難い。 

その他の証拠を精査しても、会社の担当者がＡ社の担当者に対し、上記のような発言をし

たことを裏付ける証拠はなく、かかる事実を認定することはできない。 

 以上のとおり、会社が組合員Ｘの雇用契約の終了について事実上の指示をしたと認めるこ

とはできず、その他にも、Ａ社における組合員Ｘの雇用終了について、会社が雇用主であっ

たＡ社と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有していたと認めるべき事情は見

当たらないから、会社は、組合が求めた団体交渉事項との関係において、組合員Ｘの労組法

上の使用者に当たらない。 

⑵ 結論 

 組合からの団体交渉申入れに対する会社の対応は、労組法第７条第２号の不当労働行為には

該当しない。 

 

【参考】 

初審救済申立日 令和４年６月  ８日 （大阪府労委令和４年（不）第２８号） 

初審命令交付日 令和６年１月１５日 

再審査申立日 令和６年１月３０日 


